












































































生徒に対する指導力を欠き、教師として不適当と判断される者に対しては、

転職・解職を勧告する道が必要である。教員免許の定期的更新制度を導入

する。

６地域社会と家庭における教育力の向上

。「地域学校協議会」の設置

保護者の教育に対する意識を啓発、地域の教育力を高めるために、家庭・

地域・学校が連携を強めるかたちでの「地域学校協議会」を設置する。

併せて、地域社会における教育・文化に関わる活動の中核拠点（セン

ター）として学校をより開かれたものにする。

小学校は地域との密接な関係において維持、発展するものであり、上記

協議会の設置と学校のセンター化は地域社会の絆を強め、コミュニティー

再生の核ともなるものである。（地域的取り組みの先行事例として、現在、

京都市が行っている「人づくり２１世紀委員会」がある）

ﾌ.教育的見地からのマスコミと企業活動に関する責任の明確化

◎青少年に対するポルノ、暴力、残酷ものの
販売、流布禁止措置の強化

ポルノ、暴力、残酷もの等については、青少年の眼に触れない措置を講じ

た上でなければ販売、流布などができないこととするべきである。また、

保護者がそうしたものから子供を隔離することを可能にすることを、権利

として明確化し、それを実現するための合理的な措置を怠ったかたちでの

物品やサービスの提供を禁止する。

◎マスメディアならびに企業における
「倫理規定」の制定と公表の義務づけ

ビデオソフト、ゲームソフトを含め青少年に悪影響を及ぼす可能性のある

製品・情報を販売・流通させる企業や業界団体は、まず自発的に、実践的

「倫理規定」を定めて自己規制し、その遵守に努めるべきである。とくに、

大量の情報伝達によって社会的影響力の大きいマスメディアは、個別企業

を含め、必ずそれぞれの「倫理規定」を定め､公表しなければならない。

以上については、実効性がない場合には、法規制を強化する。

◎犯罪模倣行為防止のための政府とマスコミによる共同研究の促進

青少年犯罪についての模倣犯や自殺や売春などの模倣行為を防止するため

に、政府とマスコミが研究を行って倫理規定を作成し、それに反した報道

などの結果引き起こされた模倣については、民事賠償の対象とすることを

検討する。

以上
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